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                      ２０２５年１月２１日現在            
         

居宅介護支援 重要事項説明書 

 

当事業所は介護保険法の指定を受けています 

（指定事業者番号 第２５７０１０５３００号） 

 

    当事業所は、利用者に対して居宅介護支援事業（ケアプラン作成）の 

   サービスを提供いたします。 

    事業所の概要や提供されるサ－ビスの内容、及び契約上ご注意いただき 

   たいことを次のとおり説明いたします。    

 

 

 

合同会社 Ｂｒｉｄｇｅ 

居宅介護支援事業所 そら音（ね）  

－ 居宅介護支援事業所 － 
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１．事 業 者 

 （１）法人名     合同会社 Ｂｒｉｄｇｅ 

 （２）法人所在地   滋賀県大津市追分町１４番７号 

 （３）電話番号    ０７７－５２７－３８５７ 

 （４）代表者氏名   代表社員 橋口 倫宏 

 （５）設立年月日   ２０１４年５月２０日 

 

２．事業所の概要 
 （１）事業所の種類  居宅介護支援 

    指定年月日等  ２０２０年６月１日  大津市指定 

                

 （２）事業所の目的 事業者は、居宅要介護者等が、日常生活を営むために必要な居宅サ

ービス等を適切に受けられるよう、その心身の状況、置かれている環境、本人及び家

族の希望等を勘案して｢居宅サービス計画｣を作成するとともに、サービスの提供が確

保されるように便宜を提供し、もって居宅要介護者及びその家族の福祉の向上を図り

ます。 

 

 （３）事業所の名称   居宅介護支援事業所 そら音（ね） 

 （４）事業所の所在地   滋賀県大津市追分町１６－２１ 

 （５）電 話 番 号     ０７７－５７２－８０９１ 

 （６）管理者氏名    吉田 光伸 

 （７）事業所の運営方針 

    １ 事業所は、介護保険法その他の法令、「大津市介護保険法に基づく指定居宅介

護支援等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例（平成２７年３月

２０日大津市条例第５３号）」等に定める内容を遵守し、事業を実施するもの

とする。 

    ２ 要介護者等が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅において 

     その有する能力に応じ、できることは自分で行うことを主眼として自立した日 

     常生活を営むことができるよう配慮して、身体介護その他生活全般にわたる援 

     助を行なう。 

    ３ 要介護者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、要介護者等の 

     選択に基づき、適切な保健・医療・福祉サービスが、多様な事業者から総合的 

     かつ効率的に提供されるよう配慮して行なう。 

    ４ 要介護者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に 

     提供される居宅サービス等が、特定の種類または特定の居宅サービス事業者に 

     不当に偏することのないよう公正中立に行う。 

    ５ 事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター、他の在宅介護支 

     援センター、他の居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、関係医療機 

     関、介護保険施設、指定特定相談支援事業者等との連携に努める。また地域包 

     括支援センターより支援困難な事例や中重度者事例の紹介を受けた場合におい 

     ても十分な連携を図るよう努める。 



 

―3―

    ６ サービスの提供に当たっては、要介護者等の要介護状態の軽減若しくは悪化 

     の防止に努め、主治の医師等及び医療サービスとの連携に十分配慮して行う。 

     要介護状態が改善し要介護認定が要支援認定となった場合、居宅介護支援事業 

     者は地域包括支援センターに必要な情報提供を行うなどの措置を講ずる。 

    ７ 事業者は、計画に位置づけた介護サービス事業者から個別サービス計画の提 

     出を求めるほか、地域ケア会議において個別の情報提供について依頼された場 

     合は、これに協力するよう努める。 

    ８ サービス提供後も常に自らのサービス内容等について質の評価を行うとともに 

     改善を図るよう努める。 

    ９ 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を 

     行うとともに、従業者に対し研修を実施する等の措置を講ずるものとする。 

   １０ 上記の他、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の具体 

     的取扱方針」を遵守する。 

 （８）通常の事業の実施地域 

大 津 市 滋賀・藤尾・長等・中央・逢坂・坂本・膳所の各小学校区 

京 都 市 山科区全域 

 （９）営業日及び営業時間 

営 業 日
 月曜日から金曜日 

（土曜日・日曜日・祝日と１２月２９日から１月３日までを除く）

営 業 時 間 ９：００ ～ １７：００ 

※ ただし、問い合わせについては電話等により２４時間常時連絡が可能な体制を 

とるものとします。 

 

３．職員の配置状況 

当事業所では、契約者に対して居宅介護支援事業サービスを提供する職員として、以下の

職種の職員を配置しています。 

＜職員の配置状況＞              

職  種 
常 勤 非常勤 

職務内容 
専 従 兼 務 専 従 兼 務 

１. 管理者 0（0）名 1（1）名 0（0）名 0（0）名

職員を管理し、事業が目的に 
したがって円滑に遂行される

ように業務を総括する。 

２. 介護支援専門員 2（1）名 1（1）名 0（0）名 0（0）名
居宅サービス計画の作成に関

する業務を担当する。  

※（ ）内は主任介護支援専門員の人数 

 

 ４．サービスの提供方法及び内容  

  居宅介護支援契約書第４条から第１０条に示す下記の業務を行います。 

（１） 居宅サービス計画の作成 

（２） 経過観察・再評価 

（３） 施設入所への支援 

（４） 居宅サービス計画の変更 

（５） 給付管理 
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（６） 要介護認定等の申請に係る援助 

（７） サービス提供の記録 

当事業所は「特定事業所加算Ⅲ」取得事業所です。 

 ＊特定事業所加算Ⅲとは、次に揚げる基準のいずれにも適合する事業所です。 

① 常勤かつ専属の主任介護支援専門員等を１名以上配置している。 

※利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護

支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業所の職務と兼

務をしても差し支えない。 

② 常勤かつ専従の介護支援専門員を①以外に２名以上配置している。 

※利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護

支援事業所の他の職務と兼務をし、又は同一敷地内にある指定介護予防支援事業所

の職務と兼務をしても差し支えない。 

③ 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的と

した会議を定期的に開催している。 

④ ２４時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を

確保している。 

⑤ 当該居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施して

いる。 

⑥ 地域包括支援センターからの支援が困難な事例の紹介があった場合においても、支

援を提供している。 

⑦ 家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者

等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参

加している。 

⑧ 居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の適用を受けていない。 

⑨ 事業所において居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該事業所の介護支援専

門員１人当たり４５名未満である。（居宅介護支援費（Ⅱ）を算定している場合は

５０名未満である） 

⑩ 介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実

習」等に協力又は協力体制を確保していること（平成２８年度の介護支援専門員実

務研修受講試験の合格発表の日から適用） 
⑪ 他法人が運営する居宅介護支援事業所と共同の事例検討会・研修会等を実施してい

る。 

⑫ 必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス（インフォーマルサー

ビス含む）が包括的に提供されるような居宅 サービス計画を作成している。 

 

 ５．利用料 

（１） 利用料 

居宅介護支援に関するサービス利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて、

介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合（法定代理受領）は、契

約者等の自己負担はありません。但し、保険料の滞納等により法廷代理受領ができない

場合、要介護度に応じた利用料金（介護報酬の告示上の額）をいただきます。 

 

 

 

 

 

 



 

―5―

■居宅介護支援（Ⅰ）（地域区分 １単位：１０．７０円）  

区 分 
サービス 

単位 

サービス 

利用料金 
備 考 

居宅介護 要介護１･２ １，０８６単位 １１，６２０円／月 介護支援専門員
１人あたり利用
者４５人未満  支援費(ⅰ) 

要介護３･４･５ １，４１１単位 １５，０９７円／月 

居宅介護 要介護１･２ ５４４単位 ５，８２０円／月 
介護支援専門員
１人あたり利用
者４５人以上 
６０人未満 

 支援費(ⅱ) 
要介護３･４･５ ７０４単位 ７，５３２円／月 

居宅介護 要介護１･２ ３２６単位 ３，４８８円／月 介護支援専門員

１人あたり利用

者６０人以上 
 支援費(ⅲ) 

要介護３･４･５ ４２２単位 ４，５１５円／月 

 

■居宅介護支援費（Ⅱ）（地域区分 １単位：１０.７０円） 

 指定居宅サービス事業者等との間で居宅サービス計画に係るデータを電子的に送受信

するためのシステムの活用及び事務職員の配置を行っている事業所 

区 分 
サービス 

単位 

サービス 

利用料金 
備 考 

居宅介護 要介護１･２ １，０８６単位 １１，６２０円／月 介護支援専門員
１人あたり利用
者５０人未満  支援費(ⅰ) 

要介護３･４･５ １，４１１単位 １５，０９７円／月 

居宅介護 要介護１･２ ５２７単位 ５，６３８円／月 
介護支援専門員
１人あたり利用
者５０人以上 
６０人未満 

 支援費(ⅱ) 
要介護３･４･５ ６８３単位 ７，３０８円／月 

居宅介護 要介護１･２ ３１６単位 ３，３８１円／月 介護支援専門員

１人あたり利用

者６０人以上 
 支援費(ⅲ) 

要介護３･４･５ ４１０単位 ４，３８７円／月 

 

加算項目 サービス単位 サービス利用料金 内 容 

初回加算 ３００単位 ３，２１０円／回 

新規に居宅サービス計画を作成

する場合。又は、要介護状態が

２区分以上変更あった方、また

は、過去２月以上、居宅介護支

援費が算定されておらず、居宅

サービス計画を作成した場合 

入院時情報提供 

加算（Ⅰ） 
２５０単位 ２，６７５円／回 

病院又は診療所へ当該利用者に

係る必要な情報を入院した日のうち

に病院等の職員に対して必要な情報提

供を行った場合に算定します。 

※ 入院日以前の情報提供も含む。 

※ 営業時間終了後又は営業日以外の

日に入院した場合は、入院日翌日を

含む。 
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入院時情報提供 

加算（Ⅱ） 
２００単位 ２，１４０円／回 

病院又は診療所へ当該利用者に

係る必要な情報を入院した翌日又は

翌々日に病院等の職員に対して必要な

情報提供を行った場合に算定します。 

※ 営業時間終了後に入院した場合で

あって、入院日から起算して３日目

が営業日でない場合は、その翌日も

含む。 

退院・退所加算 

（カンファレン

ス参加なし） 

４５０単位 

   （連携１回） 

６００単位 

   （連携２回） 

４，８１５円／回 

 

６，４２０円／回 

入院・入所期間中 

上限２回 

当該利用者の退院又は退所に当

たって、利用者に関する必要な情

報を得た上で、居宅サービス計画

書作成しサービスの利用に関す

る調整を行った場合。 

退院・退所加算 

（カンファレン

ス参加あり） 

６００単位 

   （連携１回） 

７５０単位 

   （連携２回） 

９００単位 

   （連携３回） 

５，４２０円／回 

 

８，０２５円／回 

 

９，６３０円／回 

入院・入所期間中 

上限３回 

利用者の退院又は退所に当たっ

て、利用者に関する必要な情報を

得た上で、居宅サービス計画書作

成しサービスの利用に関する調

整を行った場合 

ターミナルケア

マネジメント加

算 

４００単位 ４，２８０円／回 

２４時間連絡がとれる体制を確

保し、在宅で死亡した利用者に対

して、終末期の医療やケアの方

針に関する当該利用者又はその

家族の意向を把握した上で、そ

の死亡日及び死亡日前１４日以

内に２日以上、当該利用者又は

その家族の同意を得て、当該利

用者の居宅を訪問し、当該利用

者の心身の状況等を記録し、主

治の医師及び居宅サービス計画

に位置付けた居宅サービス事業

者に提供した場合に算定致しま

す。 

特定事業所加算 

（Ⅰ） ５１９単位 ５，５５３円／回 

主任介護支援専門員が２名以上

なおかつ要介護３以上利用者の

占める割合が４０%以上とＰ４の

③～⑪の要件を満たした場合。 

特定事業所加算 

（Ⅱ） ４２１単位 ４，５０４円／回 

主任介護支援専門員が１名以上

なおかつ常勤・専従の介護支援専

門員が３名以上配置されている。 

特定事業所加算 

（Ⅲ） ３２３単位 ３，４５６円／回 

主任介護支援専門員が１名以上

なおかつ常勤・専従の介護支援専

門員が２名以上配置されている。 

特定事業所加算

（Ａ） １１４単位 １，２１９円／回 

主任介護支援専門員、介護支援専

門員、非常勤の介護支援専門員、

それぞれ１名から算定致します。 
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特定事業所医療 

介護連携加算 １２５単位 １，３３８円／回 

前々年度の３月から前年度の２

月までの間においてターミナル

ケアマネジメント加算を１５回

以上算定している場合に算定致

します。 

※特定事業加算（Ⅰ）～（Ⅲ）の

いずれかを算定している場合

に限ります。 

緊急時等居宅 

カンファレンス 

加算 

２００単位 ２，１４０円／回 

医療機関の求めにより、医療機関

の医師または看護師等とともに

利用者の居宅を訪問し、カンファ

レンスを行い、必要に応じて利用

者に必要な居宅サービス、地域密

着型サービスの利用に関する調

整を行った場合算定致します。 

通院時情報連携 

加算 
５０単位 ５３５円/月 

利用者が病院又は診療所におい

て医師又は歯科医師の診察を受

けるときに介護支援専門員が同

席し、医師又は歯科医師等に対し

て当該利用者の心身の状況や生

活環境等の当該利用者に係る必

要な情報の提供を行うとともに、

医師又は歯科医師等から当該利

用者に関する必要な情報を受け

た上で、居宅サービス計画に記録

した場合に算定致します。 

※ 要介護認定を受けられた方は、居宅介護支援については、自己負担はありません。 

（２）複写物の交付 

契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できます。複写物を必要とする

場合には実費をご負担いただきます。 

内     容 費     用 

複写物の交付   １枚につき   １０円 

 

６．個人情報の保護 

個人情報保護のため「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのため

のガイダンス」を遵守します。 

したがって、契約者及びその家族のプライバシーの保護に万全を期するとともに、正当

な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしません。また、職員であったものが、

正当な理由がなく、その業務上知り得た契約者またはその家族の秘密を漏らすことのない

よう、必要な措置を講じます。 

さらに、サービス担当者会議等において、契約者またはその家族に関する情報を提供す

る際には、あらかじめ文書により契約者またはその家族の同意を得るものとします。 

当事業所において契約者およびその家族の個人情報の利用目的は次のとおりです。 

・ 利用者様に介護サービスを提供するため 

・ 利用者様に関わる居宅サービス計画又は介護予防サービス計画その他介護計画の立
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案、作成及び変更のため。 

・ 利用者様が医療サービスのご利用を希望され、主治医の意見を求めるため。 

・ 利用者様の容体の変化等に伴い、ご親族、医療機関及び行政機関に緊急連絡をする

ため。 

・ 行政機関等の指導又は調査を受けるため。 

・ 介護サービスの質の向上を目的とした第三者評価機関による評価を受けるため。 

・ 利用者様の利用する介護事業所内のカンファレンスのため。 

・ 賠償責任保険等にかかわる専門機関、保険会社への相談、届出するため。 

・ そのほかの公益に資する運営業務。（基礎資料の作成、実習への協力、職員研修等） 

以上の利用目的以外で契約者の情報を利用する場合は、契約者に対し個別に理由を説明

し同意を得た上で行います。 

 

７．事故発生時及び緊急時の対応 

契約者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに契約者または家

族及び関係機関等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとします。また、賠償

すべき事故が発生した場合は、できる限り速やかに損害賠償を行うものとします。 

さらに、契約者に対するサービスの提供の際に契約者の病状に急変があった場合（緊急

時）には、医師の指示を受け、必要により最寄りの救急病院等に搬送するなどの措置を講

じるとともに、家族及び市町村関係機関等に連絡を行うものとします。事故が発生した原

因、対応の仕方を記録するとともに、再発しないように対応策を検討し記録して残してお

きます。 

 

８．苦情等の受付 

（１）当事業所における苦情等の受付 

当事業所における苦情やご相談、ご要望等は、下記窓口で受け付けています。 

苦情受付担当者 管理者 吉田 光伸 

受付日・受付時間 

 月曜日から金曜日 ９：００～１７：００ 

（土曜日、日曜日、国民の祝日と１２月２９日から１月３日まで

を除く） 

受付電話番号 ０７７－５７２－８０９１ 

※当事業所では、契約者からの相談及び苦情に迅速かつ適切に対応します。 

 

（２）その他 

上記以外にも役所、国民健康保険団体連合会等でも相談及び苦情を受け付けておりま

す。 

相談窓口 電話番号 受付日 受付時間 

大津市役所 介護保険課 077-582-2753 月～金 8：30～17：00 

滋賀県国民健康保険団体連合会 077-510-6605 月～金 9：00～17：00 

京都市山科区役所 

保健福祉センター健康福祉部 

健康長寿推進課(高齢介護保険担当) 

075-592-3290 月～金 8：30～17：00 

京都府国民健康保険団体連合会 075-354-9090 月～金 8：30～17：15 



 

―9―

 

９．暴力団員排除について 

当事業者を運営する法人の役員および事業所の管理者その他従業員は、暴力団（暴力団

員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定

する暴力団員をいう。）との関わりを断固拒否し、その運営について、暴力団員の支配を

受けません。 

 

１０．非常災害発生時の対応について 

当事業所は非常災害発生時の際にその事業を継続することができるように、他の社会福

祉施設と連携し、協力することができる体制づくりを行うよう努めていきます。 

 

１１．人権擁護・虐待防止に関する取り組み 

当事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため、責任者を設置する等必要な体

制の整備を行うとともに、以下の措置を講じます。 

（１）虐待を防止するための従業者に対する定期的な研修の実施 

（２）利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備 

（３）虐待防止の為の指針整備 

（４）虐待防止のための対策を検討する委員会の設置と従業者への周知 

２ 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢

者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やか

に、これを市町村に通報するものとします。 

 

１２．ハラスメントに関する取り組み 

当事業所は、適切な居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場内及び訪問先におい

て従業者に対する以下のハラスメントの防止の為に必要な措置を講じます。 

ここでいうハラスメントとは、行為者を限定せず優越的な地位または関係を用いたり、

拒否、回避が困難な状況下で下記（１）～（３）のいずれかの行為に該当するものとしま

す。 

（１）身体的な力を使って危害を及ぼす行為（回避して危害を免れた場合も含む） 

    （パワー・ハラスメント、カスタマー・ハラスメント、他） 

（２）個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり貶めたりする行為 

    （パワー・ハラスメント、カスタマー・ハラスメント、他） 

（３）意に沿わない性的な誘いかけ、好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ 

    （セクシャル・ハラスメント） 

２ ハラスメントの事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防

止会議等により、同時案が発生しない為の再発防止策を検討します。 

３ 職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。 

４ ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境

改善に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。 

 

１３．感染症対策の強化 

当事業所は、感染症の発生し、又はまん延を防止するために、以下の措置を講じます。 

（１）感染症対策に関する定期的な委員会の開催 
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（２）感染症対策に関する指針の整備 

（３）定期的な研修及び訓練（シミュレーション）の実施 

 

１４．業務継続に向けた取り組み 

当事業所は、感染症や非常災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続

的に提供できる体制を構築する為に、以下の措置を講じます。 

（１）業務継続に向けた計画等の策定 

（２）業務継続計画について周知するとともに、定期的な研修及び訓練（シミュレーショ

ン）の実施 

（３）定期的に業務継続計画の見直しをおこない、必要に応じて業務継続計画の変更をお

こないます。 

 

１５．公平中立性の取り組み 

当事業所は、ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、以下について利用

者や家族へ説明を行います。 

（１）前６か月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介

護、福祉用具貸与の各サービスの割合 

（２）前６か月間に作成したケアプランに位置付けた訪問介護、通所介護、地域密着型通

所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの提供回数のうち、同一事業所によって提

供されたものの割合 

 

１６．サービス利用に当たっての留意事項 

（１）サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示してください。 

また、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、要介護認定の有無及

び要護認定の有効期間）及び被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当

事業所にお知らせください。 

（２）居宅介護支援の提供の開始後、もし入院された場合、担当ケアマネジャーの氏名と

当事業の連絡先を入院先医療機関に提示してください。 
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居宅介護支援事業サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明及び利用

料の支払いに関する説明を行い、本書面を交付いたしました。 

 

説明日       年    月    日 

 

                合同会社 Ｂｒｉｄｇｅ 

                居宅介護支援事業所 そら音（ね） 

説明者                     ㊞ 

 

 私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、重要事項説明書の内容に同意

し、受領しました。また、利用料の支払いおよび以下の項目について同意の上、本書面を受

領しました。 

（１）私は、利用可能な複数の事業所の紹介を受けられることや、計画書に位置付けられ

た事業所の紹介を受けた場合は、その理由の説明を求めることができることについての説

明を受けました。 

（２）利用中の訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、

訪問の際に介護支援専門員自身が把握した利用者の状態等について、介護支援専門員から

主治医や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行うことについて了解しました。 

（３）私は、居宅介護支援の利用を開始するにあたって、直近の６月間に作成された居宅

サービス計画の総数のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護を

位置づけた割合と同一のサービス事業者によって提供されたものが占める割合について説

明を受けました。 

（４）もし私が入院した場合、担当介護支援専門員の氏名と事業所の連絡先を、入院先医

療機関に報告します。 

 

同意日        年    月    日 

 

        契約者 住  所  

 

            氏  名                   ㊞ 

 

            （署名・法定）代理人   

               住  所 

 

            氏  名                   ㊞ 

                （契約者との関係：           ） 


